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10 月から対象拡大

外
来
診
療
は
中
学
校
卒
業
ま
で
、

　

入
院
診
療
は
18
歳
の
年
度
末
ま
で
の
診
療
が
対
象
に

　

現
在
、
小
学
校
６
年
生
ま
で
の
方

を
対
象
と
す
る
小
児
マ
ル
福
制
度

が
、
10
月
か
ら
拡
大
さ
れ
ま
す
。
助

成
対
象
が
、
外
来
診
療
は
中
学
校
卒

業
ま
で
、
入
院
診
療
は
18
歳
の
年
度

末
ま
で
の
診
療
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

今
回
の
拡
大
に
伴
い
、
新
た
に
対

象
と
な
る
方
は
受
給
申
請
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
次
の
申
請
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
新
た
に
対
象
と
な
る
方

①
中
学
校
１
年
生
〜
３
年
生

▼
申
請
に
よ
り
医
療
費
助
成
を
受
け

　

る
た
め
の
「
受
給
者
証
」
を
交
付

　
（
郵
送
）
し
ま
す
。

②
中
学
校
卒
業
〜
18
歳
の
方
（
高
校

　

生
相
当
・
満
18
歳
を
迎
え
た
年
度

　

末
ま
で
）

▼
「
受
給
者
証
」
の
交
付
は
あ
り
ま

　

せ
ん
。
入
院
の
領
収
書
を
添
え
て

　

市
に
、
後
日
申
請
す
る
方
法
（
償

　

還
払
い
）に
な
り
ま
す
。
詳
細
は
、

　

広
報
つ
く
ば
み
ら
い
９
月
号
で
お

　

知
ら
せ
し
ま
す
。

※
中
学
生
以
上
で
「
ひ
と
り
親
マ
ル

福
」「
重
度
心
身
障
が
い
者
マ
ル
福
」

を
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方
は
、
今

お
持
ち
の
受
給
者
証
を
引
き
続
き
お

使
い
く
だ
さ
い
。

■
「
受
給
者
証
」
申
請
手
続
き

　

中
学
校
１
年
生
〜
３
年
生
の
お
子

さ
ん
が
い
る
ご
家
庭
に
は
、
８
月
13

日
㈬
ま
で
に
申
請
の
ご
案
内
を
郵
送

し
ま
す
。
同
封
の
「
医
療
福
祉
費
受

給
者
証
申
請
書
」
に
必
要
事
項
を
記

入
の
上
、
必
要
書
類
を
添
付
し
て
８

月
29
日
㈮
ま
で
に
窓
口
に
持
参
ま
た

は
郵
送
（
必
着
）
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
を
さ
れ
た
方
に
は
、
９
月
中
に

受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
申
請
の
ご
案
内
が
届
か
な

い
場
合
に
は
、
国
保
年
金
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間
と
窓
口

◎
期
間
＝
８
月
14
日
㈭
〜
29
日
㈮

◎
窓
口
受
付
＝
伊
奈
庁
舎　

国
保
年

　

金
課　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　

時
15
分
（
月
〜
金
曜
日
）

◎
日
曜
窓
口
開
庁
日
で
の
受
付

・
８
月
17
日
㈰
…
谷
和
原
庁
舎

・
８
月
24
日
㈰
…
伊
奈
庁
舎

・
開
庁
時
間
…
午
前
８
時
30
分
〜
正
午

◎
郵
送
で
の
受
付

　

〒
３
０
０
‐
２
３
９
５　

つ
く
ば

　

み
ら
い
市
福
田
１
９
５
番
地
「
つ

　

く
ば
み
ら
い
市
役
所　

国
保
年
金

　

課　

医
療
福
祉
係
」
ま
で
送
付

※
申
請
書
の
記
入
漏
れ
や
、
必
要
書

類
の
不
足
が
な
い
よ
う
必
ず
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　

 

伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　

☎
58

‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
８
９
）

問

２
つ
の
給
付
金
の
申
請
を　

２
つ
の
給
付
金
の
申
請
を　

　
　
　
　

受
付
け
て
い
ま
す

　
　
　
　

受
付
け
て
い
ま
す

〜
臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
〜

〜
臨
時
福
祉
給
付
金
・
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
〜

【
申
請
方
法
・
対
象
者
】

　

給
付
金
の
支
給
要
件
に
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
６
月
20
日
に

申
請
書
を
郵
送
し
ま
し
た
。
申
請
書

が
届
い
た
方
は
、
受
付
期
間
内
に
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
す
る

か
、窓
口
へ
直
接
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ご
自
身
が
対
象
者
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
広
報
つ
く
ば
み
ら
い

６
月
号
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
申
請
受
付
期
限
】

　

10
月
１
日
㈬
ま
で

【
支
給
開
始
時
期
】

　

申
請
月
の
翌
月
末
の
支
給
を
予
定

し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
申
請
を
さ

れ
て
も
平
成
26
年
度
市
・
県
民
税
が

未
申
告
の
場
合
や
、
書
類
の
不
備
な

ど
で
確
認
が
必
要
な
場
合
は
、
支
給

日
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

■
市
か
ら
の
申
請
書
を
お
持
ち
で
な
い
方　
　

　

市
か
ら
の
申
請
書
が
届
い
て
い
な

い
方
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
が
考

え
ら
れ
ま
す
。

○
臨
時
福
祉
給
付
金

①
平
成
26
年
度
市
・
県
民
税
が
課
税

　

さ
れ
て
い
る
方
。
ま
た
は
課
税
さ

　
れ
て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
方

②
平
成
26
年
１
月
１
日
（
基
準
日
）

　

時
点
で
、
当
市
に
住
民
登
録
が
な

　

か
っ
た
方

③
基
準
日
か
ら
支
給
決
定
が
さ
れ
る

　

ま
で
に
亡
く
な
ら
れ
た
方

④
基
準
日
に
お
い
て
生
活
保
護
制
度

　

の
被
保
護
者
で
あ
る
方

⑤
平
成
26
年
度
市
・
県
民
税
が
未
申

　

告
で
あ
る
方
（
未
申
告
の
方
は
申

　

告
後
に
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
）

○
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

①
基
準
日
に
お
い
て
、
当
市
に
住
民

　

登
録
が
な
い
方

②
平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手
当
（
特

　
例
給
付
を
含
む
）
の
受
給
者
で
な
い
方

③
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
者
ま
た

　

は
基
準
日
に
お
い
て
生
活
保
護
制

　

度
の
被
保
護
者
で
あ
る
方

④
公
務
員
の
方
（
支
給
要
件
を
満
た

　

す
方
は
、
所
属
庁
か
ら
申
請
書
が

　

配
布
さ
れ
ま
す
）

※
一
度
限
り
の
給
付
で
す
。

問
　

 

伊
奈
庁
舎
２
つ
の
給
付
金
係　

☎
58
‐
２
１
１
１　

○
厚
生
労
働
省
特
設
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
」
２
つ
の
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

☎
０
５
７
０
‐
0
３
７
‐
１
９
２


